
朝市・白里遊楽市の
開始時間が変更になります
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個
人
ご
と
の
保
険
証
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
受
診
さ
れ
る
方
の

保
険
証
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

証
」
ま
た
は
「
老
人
保
健
医
療
受

給
者
証
」
を
交
付
さ
れ
て
い
る
方

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
受
給
者
証
と
保

険
証
の
両
方
を
窓
口
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

※
保
険
証
に
一
部
負
担
金
の
割
合

は
３
割
で
表
示
し
て
あ
り
ま
す

が
、
受
給
者
証
と
保
険
証
を
同
時

に
提
示
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
受
給
者
証
に
表
示
さ
れ
て
い
る

割
合
（
１
割
、
一
定
以
上
所
得
者

は
２
割
）
の
負
担
と
な
り
ま
す

▼
老
人
保
健
医
療
受
給
者
証
の
交

付
者
＝
昭
和
７
年
９
月
30
日
以
前

に
生
ま
れ
た
方
、
ま
た
は
一
定
の

障
害
が
あ
る
65
歳
以
上
の
方

▼
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

の
交
付
者
＝
昭
和
７
年
10
月
１
日

以
降
生
ま
れ
の
70
歳
以
上
で
、
老

人
保
健
医
療
の
適
用
で
な
い
方

※
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限
が

平
成
17
年
７
月
31
日
と
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
対
象
者
の
方
に
対
し

て
高
齢
受
給
者
証
を
兼
ね
た
新
し

い
保
険
証
（
平
成
17
年
８
月
１
日

か
ら
有
効
）
を
７
月
末
日
ま
で
に
、

新
た
に
交
付
し
ま
す

社
会
保
険
へ
の
加
入
や
転
出
な

ど
、
国
民
健
康
保
険
の
資
格
異
動

の
手
続
き
の
と
き
は
、
異
動
す
る

人
の
保
険
証
カ
ー
ド
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
世
帯
主
や
住
所
が
変
更

と
な
る
と
き
は
、
国
民
健
康
保
険

に
加
入
す
る
世
帯
全
員
の
保
険
証

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
資
格
異
動
の
内
容
に
よ
っ
て

は
、
保
険
証
の
ほ
か
に
必
要
と
な

る
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
む
20

歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
方

が
加
入
し
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、

ほ
と
ん
ど
の
学
生
は
収
入
が
な
い

た
め
、
保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
手
続
き
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
在
学
中
の
保
険
料
納
付
を

猶
予
し
、
卒
業
し
て
か
ら
後
払
い

で
き
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象
＝
大
学
（
大
学
院
）、
短

大
、
高
等
学
校
、
専
門
学
校
等
に

在
学
し
、
前
年
所
得
が
１
１
８
万

円
以
下
の
方

▼
申
請
場
所
＝
保
険
年
金
課
、
白

里
出
張
所

※
申
請
は
毎
年
度
必
要
で
す

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の
＝
学
生

証
、
年
金
手
帳
、
印
鑑

◆
特
例
制
度
の
メ
リ
ッ
ト

①
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
た

め
に
は
、
原
則
と
し
て
保
険
料
の

納
付
済
み
期
間
等
が
25
年
以
上
必

要
で
す
。

し
か
し
、
学
生
納
付
特
例
制
度

の
承
認
を
受
け
た
期
間
は
、
年
金

の
受
給
資
格
要
件
（
25
年
）
に
算

入
さ
れ
る
の
で
安
心
で
す
。

ま
た
、
満
額
の
老
齢
年
金
を
受

け
取
る
た
め
に
、
10
年
間
の
う
ち

に
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

２
年
以
上
経
過
後
は
保
険
料
に
一

定
の
加
算
が
か
か
り
ま
す
。

②
仮
に
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不

慮
の
事
態
が
生
じ
た
と
き
に
、
そ

の
月
の
前
々
月
以
前
の
１
年
間
に

保
険
料
の
未
納
が
あ
る
と
障
害
基

礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け

取
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
学
生
納
付
特
例
制
度

の
承
認
を
受
け
て
い
る
期
間
は
、

未
納
の
扱
い
と
は
な
り
ま
せ
ん
の

で
万
一
の
と
き
に
も
安
心
で
す
。
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平
成
17
年
８
月
１
日
か
ら
高
齢
受
給
者
証
を
兼
ね
る
保
険
証

と
す
る
た
め
、
今
回
、
交
付
し
た
保
険
証
の
裏
面
の
「
高
齢
受

給
者
証
を
兼
ね
て
い
る
」
旨
の
記
載
に
よ
り
、
被
保
険
者
の
皆

様
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
を
お
詫

び
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
カ
ー
ド
式
へ
の
変
更
に
伴
い
、
有
効
期
限
が
平
成
18

年
７
月
末
日
と
な
っ
て
い
ま
す
（
国
民
健
康
保
険
税
の
未
納
の

あ
る
方
は
、
有
効
期
限
が
短
く
な
っ
て
い
ま
す
）。
今
後
も
有
効

期
限
は
７
月
末
日
と
な
り
ま
す
。

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

�
�
０
３
３
４

問

問

国
民
健
康
保
険
証
は
、
４
月
よ
り
１
世
帯
に
１
枚
か
ら
、

１
人
１
枚
の
「
カ
ー
ド
式
」
に
な
り
ま
し
た
。
い
ざ
と
い

う
と
き
に
使
用
で
き
る
よ
う
、
ご
自
身
が
大
切
に
保
管
す

る
と
と
も
に
、
利
用
方
法
に
つ
い
て
も
十
分
ご
理
解
の
上
、

使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

医
者
に
か
か
る
と
き
は

資
格
異
動
の
手
続
き
と
は
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国
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被
保
険
者
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の
利
用
方
法▲保険証は大切に保管、忘れずに持参を

◇
カ
ー
ド
式
保
険
証（
裏
面
）の
注
意
事
項
に
つ
い
て

朝市・白里遊楽市の
開始時間が変更になります

問
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◇朝　市
�日時＝毎週�７時～８時

�会場＝役場駐車場

※５月８日�に記念イベント

を開催します

ＪＡ山武郡市大網経済セ

ンター �（72）６３３３

◇白里遊楽市
�日時＝毎週�16時～18時

�会場＝いずみの里駐車場

※５月15日�に感謝イベント

を開催します

農村環境改善センターいず

みの里　�（70）５１１１

町農作業別標準賃金の適用
は、平成17年４月からです。
また、小作料標準額の適用

は平成16年２月からです。
1

2

3

4

5

6

7

11

12

13

14

8

9

10

種　　　目 町決定額 備　　　考

水田作業 8,800円

8,000円

7,100円

5,200円

5,500円

6,200円

34円

6,700円

8,400円

6,200円

770円

2,500円

18,600円

39,700円

1日当たり賃金。ただし、実労時間
は８時間。2回の賄い付き。（田植え、
稲刈り等手作業によるもの）
同上。台地畑作業地帯を中心として
作業内容は軽作業とする。（手作業
によるもの）
オペレータ付きで10ａ当たりとす
る。耕運深度15cm以上とする。1回
分料金とする。
オペレータ付きで10ａ当たりとす
る。仕上げまでの料金とする。（1回
基準）

オペレータ付きで10ａ当たりとす
る。1回分料金とする。

オペレータ付きで10ａ当たりとす
る。仕上げまでの料金とする。ドラ
イブハローを使用した場合は、水田
耕起の料金とする。（２回基準）

１ｍ当たりとする。

オペレータ付きで10ａ当たりとす
る。苗費は含まない。
オペレータ付きで10ａ当たりとす
る。結束用縄を含む。適用は２条刈
りとする。

オペレータ付きで10ａ当たりとす
る。補助者賃金は含まない。

種もみ代金を含む。１箱当たりとする。

調整はもみすりまでとする。（水
分25％）60㎏当たりとする。
オペレータ付きで10ａ当たりとす
る。補助者賃金は含まない。適用は
３条刈りとする。乾燥場までのもみ
運搬は含まない。（もみ運搬費はコ
ンテナを使用する場合、10ａ当たり
810円）

調整はもみすりまでとする。10ａ
当たりとする。運搬費を含む。

畑作業

耕運機による
水田耕起

耕運機による
水田代かき

水田耕起
（トラクター）

水田代かき

（トラクター）

あぜ塗り（トラクター）

植え付け（田植機）

機械刈り取り

（バインダー）

機械脱穀

（ハーベスター）

育苗（硬化）

乾燥調整

刈り取り脱穀

（コンバイン）

刈り取りから

調整まで

※この料金は､整地された農地を基準としたものであり､ほ場条件・作業
の内容等により通常と異なる場合は､両者相談の上、決めてください

※この標準小作料は10ａ当たりの額で、土地残余方式
（10ａ当たりの粗収入から生産費用および経営者報酬
を差し引いて算出する方法）により算出したものです
※標準小作料は、農地の貸し手、借り手が話し合いに
よって小作料を定めるときの目安となるものです

区分 小作料 地区名 大　　字 備　考

Ａ 16,000円

増穂 全　　域
福岡 全　　域
清水 全　　域
白里 全　　域

落花生
収量
226�

Ｂ 13,000円
大網 全　　域
瑞穂 全　　域
大和 山　　口

落花生
収量
219�

Ｃ 10,000円 山辺 全　　域
大和 Ｂ地区を除く

落花生収量
212�

■小作料標準額《畑の部》

区分 小作料 地区名 大　　字 備　考

Ａ 26,000円

大網 Ｂ地区を除く
山辺 全　　域
瑞穂 Ｂ地区を除く
大和 全　　域

コシヒカリ
収量
524�

Ｂ

Ｃ

24,000円

19,000円

大網

大網のうち（高島、南高島、
切留、沼向、野内、
荻下、北荻下、南荻下、
五百目、中橋、廣田、
福田、北原、入尾、
鎌取、南蒲田、新堀下）
大網星谷（全域）

瑞穂

小中（全域）
萱野のうち（沢田）
永田のうち（野中、田向、
山王後、谷中、柳堤、
南沼、南中原、北中原、
寺ノ下、北沼、大橋）
駒込のうち（中弐町五反、
北之妻、赤荻、後田、
前田、東和手、西和手、
南沼、中沼、以後嶌、
北舞台田、南舞台田、
南沖、北柳島、南柳島）
経田（全域）

増穂 全　　域
福岡 全　　域
清水 全　　域
白里 全　　域

コシヒカリ
収量
512�

コシヒカリ収量
503�

■小作料標準額《田の部》

町職員異動のお知らせ
4月の人事異動により、課長・施設長の

配置が決まりましたので、お知らせします。

課 ・ 施 設

秘書広報課

総 務 課

財 政 課

企画政策課

税 務 課

住 民 課

保険年金課

健康福祉課

生活環境課

産業振興課

建 設 課

都市整備課

建築指導課

下 水 道 課

出 納 課

ガス事業課

課長・施設長

鈴木行夫

内山芳昭

北田光夫

古山正洋

吉野寿雄

小倉正男

中村　勉

佐藤重雄

鵜澤邦男

梅原英男

田口雅之

永山　巌

武藤聖一

三枝　孝

大塚成美

吉原正明

課 ・ 施 設

白里出張所

大網病院（事務）

房総平和園

老人福祉センター

議会事務局

選挙管理委員会

監査委員室

農業委員会事務局

管 理 課

生涯学習課

スポーツ振興課

中央公民館

図 書 室

中部コミュニティセンター

課長・施設長

池田清治

中村寿雄

根本辰夫

尾崎　勇

今井千加子

白鳥秀昭

上代正義

水間正義

鶴岡　平

金坂重信

白石孝昭

伊藤靖雄

古川和扶

土屋憲一

内山　隆

教育委員会

農村環境改善センター
農村ふれあいセンター

総務課人事係　�（７０）０３０１問

農作業別標準賃金・小作料のお知らせ
平成17年度
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農業委員会 �（70）０３９３問


